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１【提出理由】

平成30年６月28日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成30年６月28日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役17名選任の件

取締役として、北尾吉孝、川島克哉、中川隆、髙村正人、朝倉智也、森田俊平、中塚一宏、

山田真幸、吉田正樹、佐藤輝英、ワイズマン廣田綾子、竹中平蔵、五味廣文、浅枝芳隆、

鈴木康弘、小野尚、チャン・ソク・チョンの17氏を選任する。

 

第２号議案　監査役４名選任の件

監査役として、藤井厚司、市川亨、多田稔、関口泰央の４氏を選任する。

 

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠の監査役として若槻哲太郎氏を選任する。

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案    （注）  

北尾　吉孝 1,390,776 127,463 178,706  可決（80.8％）

川島　克哉 1,576,446 115,269 5,236  可決（91.6％）

中川　隆 1,576,424 115,291 5,236  可決（91.6％）

髙村　正人 1,576,324 115,391 5,236  可決（91.6％）

朝倉　智也 1,576,352 115,363 5,236  可決（91.6％）

森田　俊平 1,576,405 115,310 5,236  可決（91.6％）

中塚　一宏 1,575,574 116,141 5,236  可決（91.5％）

山田　真幸 1,576,046 115,669 5,236  可決（91.5％）

吉田　正樹 1,575,812 115,903 5,236  可決（91.5％）

佐藤　輝英 1,593,083 101,571 2,299  可決（92.5％）

ワイズマン　廣田　綾子 1,594,813 99,841 2,299  可決（92.6％）

竹中　平蔵 1,386,409 308,245 2,299  可決（80.5％）

五味　廣文 1,376,724 317,930 2,299  可決（80.0％）

浅枝　芳隆 1,098,941 592,767 5,236  可決（63.8％）

鈴木　康弘 1,594,829 99,825 2,299  可決（92.6％）

小野　尚 1,402,214 117,661 177,073  可決（81.4％）

チャン・ソク・チョン 1,402,264 117,611 177,073  可決（81.4％）
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決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第２号議案    （注）  

藤井　厚司 1,624,531 67,210 5,236  可決（94.4％）

市川　亨 1,274,984 416,747 5,236  可決（74.1％）

多田　稔 1,584,949 106,784 5,236  可決（92.1％）

関口　泰央 1,692,086 2,599 2,299  可決（98.3％）

第３号議案    （注）  

若槻　哲太郎 1,499,638 195,066 2,299  可決（87.1％）

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権

の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の一部から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合

計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが確認できたため、賛成、反対

及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができて

いない株主の議決権の数は加算しておりません。

以　上
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